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本
決
算
後
の
経
営
環
境
の
変
化
を
ど
う
織
り
込
む
か

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
踏
ま
え
た

会
計
処
理
ポ
イ
ン
ト

Ⅰ

Ｅ
Ｙ
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人

公
認
会
計
士

髙
平
　
圭

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
３
月
の
本
決
算
の
結
果
も
踏
ま
え
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起
因
す

る
企
業
の
業
績
悪
化
等
の
影
響
に
つ
い

て
、第
１
四
半
期
決
算
へ
の
対
応
が
必

要
と
な
る
。

●
四
半
期
決
算
に
お
い
て
、原
則
処
理
を

適
用
し
て
い
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、簡

便
的
な
会
計
処
理
を
採
用
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
起
因
す
る
経
営
環
境
の
変
化

へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

●
第
１
四
半
期
に
お
い
て
生
じ
た
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
個

別
の
事
象
に
係
る
会
計
処
理
、表
示
お

よ
び
開
示
に
つ
い
て
対
応
が
必
要
と
な

る
。

は
じ
め
に

年
初
か
ら
の
世
界
的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
政
府
や
地
方
自
治
体
か

ら
企
業
に
事
業
活
動
の
制
限
や
自
粛
が

要
請
さ
れ
る
な
ど
、
経
済
活
動
に
甚
大

な
影
響
が
生
じ
て
い
る
。
本
稿
執
筆
時
点

で
、
そ
の
収
束
時
期
の
見
通
し
は
つ
い
て

い
な
い
も
の
の
、
四
半
期
決
算
を
含
む
今

後
到
来
す
る
決
算
期
に
お
い
て
、
企
業
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起
因
す

る
事
象
の
影
響
を
決
算
に
反
映
さ
せ
、
企

業
の
最
新
の
状
況
を
適
切
に
開
示
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、

２
０
２
１
年
３
月
期
決
算
企
業
の
第
１
四

半
期
決
算
に
お
い
て
、
検
討
が
必
要
と
考

え
ら
れ
る
会
計
処
理
を
中
心
に
解
説
す
る
。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
に

つ
い
て
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
申
し
添
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で

用
い
る
会
計
基
準
等
の
略
称
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

・
企
業
会
計
基
準
12
号「
四
半
期
財
務
諸
表

に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
四
半
期

会
計
基
準
」と
い
う
）

・
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
14
号「
四
半
期

財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用

指
針
」（
以
下
、「
四
半
期
適
用
指
針
」と
い

う
）

・
企
業
会
計
基
準
24
号「
会
計
上
の
変
更
及

び
誤
謬
の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
」

（
以
下
、「
過
年
度
遡
及
会
計
基
準
」と
い

う
）

・
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
６
号「
固
定
資

産
の
減
損
に
係
る
会
計
基
準
の
適
用
指

針
」（
以
下
、「
固
定
資
産
減
損
適
用
指
針
」

と
い
う
）

・
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
26
号「
繰
延
税

金
資
産
の
回
収
可
能
性
に
関
す
る
適
用

指
針
」（
以
下
、「
回
収
可
能
性
適
用
指
針
」

と
い
う
）

・
企
業
会
計
基
準
９
号「
棚
卸
資
産
の
評
価

に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
棚
卸
資

産
会
計
基
準
」と
い
う
）

・
日
本
公
認
会
計
士
協
会「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
監
査
上
の

留
意
事
項（
そ
の
４
）」（
以
下
、「
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ｐ
Ａ（
そ
の
４
）」と
い
う
）

・
企
業
会
計
基
準
27
号「
法
人
税
、住
民
税

及
び
事
業
税
等
に
関
す
る
会
計
基
準
」

（
以
下
、「
法
人
税
等
会
計
基
準
」と
い
う
）

・
会
計
制
度
委
員
会
報
告
14
号「
金
融
商
品

会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」（
以
下
、「
金

融
商
品
実
務
指
針
」と
い
う
）

・
監
査・
保
証
実
務
委
員
会
報
告
76
号「
後

発
事
象
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱
い
」

（
以
下
、「
後
発
事
象
取
扱
い
」と
い
う
）

・
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府

令（
以
下
、「
開
示
府
令
」と
い
う
）

四
半
期
財
務
諸
表
の

作
成
基
準

四
半
期（
連
結
）財
務
諸
表
の
作
成
の
た
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特集

め
に
採
用
す
る
会
計
方
針
は
、
四
半
期
特

有
の
会
計
処
理
を
除
き
、
原
則
と
し
て
年

度
の
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て

採
用
す
る
会
計
方
針
に
準
拠
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
方
、
当
該
四
半
期（
連
結
）

財
務
諸
表
の
開
示
対
象
期
間
に
係
る
企
業

集
団
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
お
よ
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況（
以
下
、「
経

営
成
績
等
」と
い
う
）に
関
す
る
財
務
諸
表

利
用
者
の
判
断
を
誤
ら
せ
な
い
限
り
、
簡

便
的
な
会
計
処
理
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る（
四
半
期
会
計
基
準

９
項
、
20
項
）。
な
お
、
四
半
期
会
計
基

準
お
よ
び
四
半
期
適
用
指
針
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
四
半
期
特
有
の
会
計
処
理
お
よ
び

簡
便
的
な
会
計
処
理
等
の
本
稿
で
の
記
載

に
つ
い
て
は
、図
表
１
に
記
載
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
会
計
処
理
の
多
く
は
、
四
半
期

決
算
は
開
示
の
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
営
成
績
等
に
関
す

る
財
務
諸
表
利
用
者
の
判
断
を
誤
ら
せ
な

い
範
囲
で
、
前
年
度
決
算
か
ら
経
営
環
境

等
が
著
し
く
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
前

提
に
前
年
度
決
算
の
結
果
を
利
用
し
た
会

計
処
理
を
行
う
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
足
元
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
起
因
す
る
需
要
の
減
少
お
よ

び
企
業
活
動
の
制
約
は
、
日
々
刻
々
と
企

業
の
経
営
環
境
に
大
き
な
変
化
を
与
え
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
四
半
期

財
務
諸
表
の
作
成
に
お
い
て
、
原
則
的
な

会
計
処
理
を
採
用
し
て
い
る
場
合
の
み
な

ら
ず
、
簡
便
的
な
会
計
処
理
を
採
用
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
３
月
の
本
決
算

以
降
の
経
営
環
境
の
変
化
を
四
半
期
決
算

に
織
り
込
ん
で
い
く
点
に
留
意
が
必
要
と

考
え
ら
れ
る
。

会
計
上
の
見
積
り

⑴　
基
本
的
な
考
え
方

財
務
諸
表
を
作
成
す
る
う
え
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
会
計
上
の
見
積
り
を
行
う
こ
と
が

必
要
と
な
る
が
、
過
年
度
遡
及
会
計
基
準

４
項
⑶
に
お
い
て
、
会
計
上
の
見
積
り
は

「
資
産
及
び
負
債
や
収
益
及
び
費
用
等
の

額
に
不
確
実
性
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

財
務
諸
表
作
成
時
に
入
手
可
能
な
情
報
に

基
づ
い
て
、
そ
の
合
理
的
な
金
額
を
算
出

す
る
こ
と
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起

因
す
る
事
象
が
会
計
上
の
見
積
り
に
与
え

る
影
響
の
考
え
方
を
整
理
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
２
０
２
０
年
４
月
10
日
に
企

業
会
計
基
準
委
員
会（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）よ
り
、

第
４
２
９
回
企
業
会
計
基
準
委
員
会
議
事

概
要「
会
計
上
の
見
積
り
を
行
う
上
で
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
の

考
え
方
」が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主

な
内
容
は
図
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
２
０
２
０
年
３
月
の

本
決
算
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
第
１
四

半
期
決
算
に
お
け
る
会
計
上
の
見
積
り
に

関
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
第
１
四
半
期
決
算
の
会
計
上

の
見
積
り
に
あ
た
っ
て
は
、
外
部
の
情
報

源
に
基
づ
く
客
観
性
の
あ
る
情
報
が
入
手

で
き
な
い
場
合
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
今
後
の
広
が
り
方
や
収
束

（図表1）　四半期特有の会計処理および簡便的な会計処理等
四半期特有の会計処理
・原価差異の繰延処理（四半期会計基準12項）

・税金費用の計算（四半期会計基準14項）

「個別の事象に係る会
計処理および表示」⑷
「会計上の見積り」⑵

簡便的な会計処理（一部）
・一般債権の貸倒見積高の算定方法（四半期適用指針3項）
・棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げの方法（四半期

適用指針8項）
・繰延税金資産の回収可能性（四半期適用指針17項）

「会計上の見積り」⑷
「会計上の見積り」⑶

「会計上の見積り」⑵
その他のガイダンス（一部）
・市場価格のない株式等の減損処理（四半期適用指針5項）
・固定資産の減損の兆候（四半期適用指針14項）

「会計上の見積り」⑹
「会計上の見積り」⑸

（出所）　筆者作成

（図表２）　「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」
・一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、これを可

能な限り用いることが望ましい。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響については、会計上の見積りの参考とな
る前例がなく、今後の広がり方や収束時期等について統一的な見解がないため、外部の情報源に基づく客観性のあ
る情報が入手できないことが多いと考えられることから、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮
定を置くことになる。

・企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額に
ついては、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらない。

・最善の見積りを行ううえでの新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定は、企業間で異なることになるこ
とも想定され、同一条件下の見積りについて、見積られる金額が異なることもあると考えられる。このような状況に
おける会計上の見積りについては、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者
が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報としての開示
が求められるものと考えられる。

・「財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出する」うえでは、新型コロナウイルス感染
症の影響のように不確実性が高い事象についても、一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある。

（出所）　第４２９回企業会計基準委員会議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」をもとに筆者作成
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時
期
等
に
つ
い
て
、
企
業
自
ら
一
定
の
仮

定
を
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
重
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、

追
加
情
報
と
し
て
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
追
加
情
報

に
つ
い
て
は
、
あ
る
企
業
の
実
際
の
例
を

開
示
例
に
記
載
し
て
お
り
、
参
考
に
さ
れ

た
い
。

ま
た
、
前
期
末
決
算
に
お
け
る
会
計
上

の
見
積
り
に
用
い
た
仮
定
に
つ
い
て
、
第

1
四
半
期
中
に
そ
の
結
果
が
判
明
す
る
こ

と
で
、
会
計
上
の
見
積
り
を
行
っ
た
結
果

と
し
て
見
積
ら
れ
た
金
額
と
事
後
的
な
結

果
に
よ
り
得
ら
れ
た
金
額
と
の
間
に
乖
離

が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、

こ
の
乖
離
し
た
金
額
は
、
企
業
が
置
い
た

一
定
の
仮
定
が
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る

場
合
を
除
き
、
第
1
四
半
期
決
算
に
お
い

て「
誤
謬
」に
は
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

⑵　
税
金
費
用
お
よ
び
繰
延
税
金
資

産
の
回
収
可
能
性

親
会
社
お
よ
び
連
結
子
会
社
の
法
人
税

そ
の
他
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標

準
と
す
る
税
金
に
つ
い
て
は
、
四
半
期
会

計
期
間
を
含
む
年
度
の
法
人
税
等
の
計
算

に
適
用
さ
れ
る
税
率
に
基
づ
き
、
原
則
と

し
て
年
度
決
算
に
同
様
の
方
法
に
よ
り
計

算
し
、
繰
延
税
金
資
産
に
つ
い
て
は
、
回

収
可
能
性
等
を
検
討
し
た
う
え
で
、
四
半

期
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る（
四
半
期
会
計
基
準
14
項
）。
こ
こ

で
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性
の
検
討

に
あ
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
が
、
企
業
の
将
来
収
益
力

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
主
要

な
計
画
要
因
の
将
来
変
化
の
可
能
性
に
留

意
し
、
翌
四
半
期
以
降
の
事
業
計
画
ま
た

は
利
益
計
画
の
見
直
し
の
要
否
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
特
に
、

前
期
末
に
お
い
て（
分
類
１
）ま
た
は（
分

類
２
）と
分
類
し
て
い
た
企
業
に
お
い
て

も
、
第
１
四
半
期
決
算
に
お
い
て「
当
期

末
に
お
い
て
、
近
い
将
来
に
経
営
環
境
に

著
し
い
変
化
が
見
込
ま
れ
な
い
」と
の
要

件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
あ
ら
た

め
て
検
討
が
必
要
と
な
る（
回
収
可
能
性

適
用
指
針
17
項
⑵
、
19
項
⑵
）。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
企
業
の
収
益
力
が
大
幅

に
低
下
し
、
第
１
四
半
期
に
お
い
て
重
要

な
税
務
上
の
欠
損
金
が
生
じ
、
年
度
末
に

お
い
て
そ
の
ま
ま
重
要
な
税
務
上
の
欠
損

金
と
し
て
残
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に

は
、
第
１
四
半
期
決
算
に
お
い
て
も
繰
延

税
金
資
産
に
係
る
企
業
の
分
類
の
見
直
し

を
行
う
必
要
が
あ
る
か
検
討
が
求
め
ら
れ

る
。四

半
期
決
算
に
お
い
て
は
、
税
金
費
用

に
つ
い
て
、
四
半
期
会
計
期
間
を
含
む
年

度
の
税
引
前
当
期
純
利
益
に
対
す
る
税
効

果
会
計
適
用
後
の
実
効
税
率
を
合
理
的
に

見
積
り
、
税
引
前
四
半
期
純
利
益
に
当
該

見
積
実
効
税
率
を
乗
じ
て
計
算
す
る
こ
と

が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
方
法

を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
前

年
度
末
の
繰
延
税
金
資
産
に
つ
い
て
、
回

収
可
能
性
等
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る（
四
半
期
会
計
基
準
14
項
）。

⑶　
棚
卸
資
産
の
評
価

通
常
の
販
売
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資

産
は
、
取
得
原
価
を
も
っ
て
貸
借
対
照
表

価
額
と
し
、
期
末
日
に
お
け
る
正
味
売
却

価
額
が
取
得
原
価
よ
り
も
下
落
し
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
正
味
売
却
価
額（
売
却

市
場
に
お
い
て
市
場
価
格
が
観
察
で
き
な

い
と
き
は
、合
理
的
に
算
定
さ
れ
た
価
額
）

を
も
っ
て
貸
借
対
照
表
価
額
と
さ
れ
る

（
棚
卸
資
産
会
計
基
準
７
項
、
８
項
）。
な

お
、
四
半
期
決
算
に
お
い
て
は
、
通
常
の

販
売
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
の
簿
価

切
下
げ
に
あ
た
り
、
収
益
性
が
低
下
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
棚
卸
資
産
に
つ
い

て
の
み
正
味
売
却
価
額
を
見
積
り
、
簿
価

切
下
げ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る（
四
半
期
適
用
指
針
８
項
）。
こ
の
簡

便
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
収
益
性
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
状
況
が
平
時
よ
り
も
多
く

な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
留
意
が

必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　
貸
倒
引
当
金（
一
般
債
権
）

四
半
期
決
算
に
お
い
て
は
、
一
般
債
権

の
貸
倒
実
績
率
等
が
前
年
度
の
財
務
諸
表

の
作
成
に
お
い
て
使
用
し
た
貸
倒
実
績
率

等
と
著
し
く
変
動
し
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
場
合
に
は
、
四
半
期
会
計
期
間
末
に

お
い
て
、
前
年
度
末
の
決
算
に
お
い
て
算

定
し
た
貸
倒
実
績
率
等
の
合
理
的
な
基
準

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る（
四
半
期
適

用
指
針
３
項
⑴
）。
し
か
し
、
第
１
四
半

期
決
算
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
取
引
先
の
資
金

（開示例）　追加情報の記載例
（追加情報）

新型コロナウイルスの感染拡大による日本全国を
対象とした「緊急事態宣言」の発令により、当四半期
報告書提出日現在、店舗（全国●店以上）は、出店し
ているショッピングモールの休業（●店）、時間短縮
営業（●店）の影響を受けており、この状況が5月中
も継続し、6月においても外出自粛が一定程度影響
するものと仮定しております。当第１四半期累計期
間における会計上の見積り（繰延税金資産の回収可
能性、固定資産減損の兆候の判定）についてはこの
仮定を加味した予測数値により実施しております。
※筆者の責任において一部加工している。

（出所）　企業の開示例をもとに筆者作成
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特集

繰
り
が
悪
化
し
、
一
般
債
権
の
回
収
不
能

な
事
象
が
多
く
発
生
し
、
前
年
度
決
算
の

貸
倒
実
績
率
か
ら
著
し
く
変
動
し
て
い
る

状
況
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
状
況

を
反
映
し
た
貸
倒
実
績
率
を
算
定
し
直
す

必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ

る
。

⑸　
固
定
資
産
減
損
会
計

四
半
期
決
算
に
お
け
る
減
損
の
兆
候
の

把
握
に
あ
た
っ
て
は
、
使
用
範
囲
ま
た
は

方
法
に
つ
い
て
当
該
資
産
ま
た
は
資
産
グ

ル
ー
プ
の
回
収
可
能
価
額
を
著
し
く
低
下

さ
せ
る
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
意
思

決
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
経
営

環
境
の
著
し
い
悪
化
に
該
当
す
る
事
象
が

発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
留

意
が
必
要
で
あ
る（
四
半
期
適
用
指
針
14

項
）。そ

し
て
、
資
産
ま
た
は
資
産
グ
ル
ー
プ

が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
業
に
関
連
し
て
、

経
営
環
境
が
著
し
く
悪
化
し
た
か
、
ま
た

は
悪
化
す
る
見
込
み
で
あ
る
場
合
に
は
、

減
損
の
兆
候
と
な
る（
固
定
資
産
減
損
適

用
指
針
14
項
）。

足
元
の
状
況
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
需
要
の
減
少

な
ど
を
原
因
と
し
て
、
一
部
の
企
業
に
お

い
て
は
す
で
に
一
部
店
舗
の
閉
鎖
の
意
思

決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
り
、
緊
急
事
態
宣

言
の
解
除
後
も
経
営
環
境
が
著
し
く
悪
化

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
な
ど
の
影

響
が
徐
々
に
表
面
化
し
て
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
将
来
の
売
上
高
の
著
し
い
減

少
が
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
減
損
の
兆
候
に
該

当
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の

見
積
り
に
あ
た
っ
て
は
、
企
業
に
固
有
の

事
情
を
反
映
し
た
合
理
的
で
説
明
可
能
な

仮
定
お
よ
び
予
測
に
基
づ
い
て
見
積
る
こ

と
と
な
る
が（
固
定
資
産
減
損
適
用
指
針

36
項
）、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
し
て
生
じ
て
い
る
企
業
の
経
営
環

境
の
変
化
や
、
企
業
が
実
施
し
た
工
場
の

稼
動
や
店
舗
の
休
止
な
ど（
決
算
日
後
に

意
思
決
定
さ
れ
た
事
項
を
含
む
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
）に
よ
り
、
将
来
業
績
に
ど
の

よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
か
な
ど
に
つ
い
て

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

⑹　
市
場
価
格
の
な
い
株
式
等
の

　
評
価

四
半
期
決
算
に
お
い
て
、
市
場
価
格
の

な
い
株
式
等
に
つ
い
て
、
投
資
先
企
業
の

財
政
状
態
の
悪
化
に
よ
り
実
質
価
額
が
著

し
く
低
下
し
た
と
き
は
相
当
の
減
額
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
６
月
末
が
第

１
四
半
期
決
算
日
と
な
る
企
業
に
お
い
て

は
、
こ
の
時
点
で
３
月
決
算
の
投
資
先
企

業
の
直
近
の
年
度
決
算
の
情
報
を
入
手
す

る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
市
場
価
格

の
な
い
株
式
等
の
減
損
の
検
討
に
あ
た
っ

て
は
重
要
な
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
当
該
財
政
状
態
が
悪
化
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
四

半
期
会
計
期
間
末
ま
で
に
入
手
し
得
る
直

近
の
財
務
諸
表
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
後
の
状
況
で
財
政
状
態
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
が
判
明
し
た
場
合

に
は
、
直
近
の
財
務
諸
表
に
当
該
判
明
し

た
事
項
を
加
味
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
る（
四
半
期
適
用
指
針
５
項
）。

し
た
が
っ
て
、
入
手
し
た
投
資
先
企
業

の
直
近
の
財
務
諸
表
の
決
算
日
後
に
、
投

資
先
企
業
の
財
政
状
態
に
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
す
事
項
が
判
明
し
た
場
合
に
は
当
該

影
響
を
加
味
し
て
実
質
価
額
を
算
定
し
、

減
損
要
否
の
検
討
を
行
う
点
に
留
意
が
必

要
で
あ
る
。

個
別
の
事
象
に
係
る

会
計
処
理
お
よ
び
表
示

⑴　
営
業
停
止
期
間
中
の
固
定
費
等

の
表
示

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
た
め
に
、
政
府
や
地
方
自
治
体
か

ら
の
要
請
等
に
よ
り
、
企
業
が
店
舗
の
営

業
を
停
止
ま
た
は
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
中

止
し
た
と
き
に
、
当
該
営
業
停
止
期
間
中

に
発
生
し
た
固
定
費
や
、
当
該
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
の
準
備
お
よ
び
中
止
の
た
め
に
直

接
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
損
益
計
算
書

上
ど
の
区
分
に
表
示
す
べ
き
か
が
論
点
と

な
る
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ（
そ
の
４
）に
よ
る

と
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
臨
時
性
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
特
別
損
失
の

要
件（
企
業
会
計
原
則
注
解（
注
12
））を
満

た
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
防
止
の
た
め
に
、
政
府
や
地
方
自

治
体
か
ら
の
要
請
等
に
よ
り
、
企
業
の
工

場
が
操
業
を
停
止
ま
た
は
縮
小
し
た
と
き

の
異
常
な
操
業
度
の
低
下
に
よ
る
原
価
へ

の
影
響
に
つ
い
て
も
、
臨
時
性
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
特
別
損
失
の

要
件
を
満
た
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
の
政
府
や
地
方
自
治
体
に
よ
る
要
請
等

に
は
関
連
せ
ず
、
経
常
的
な
経
営
活
動
に

伴
う
業
績
不
振
等
に
よ
る
損
失
は
特
別
損

失
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
に
留

意
が
必
要
と
な
る
。
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⑵　
雇
用
調
整
助
成
金

雇
用
調
整
助
成
金
に
つ
い
て
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
措
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
会
計
基
準
で

は
、
費
用
を
助
成
す
る
よ
う
な
補
助
金
の

会
計
処
理
に
つ
い
て
明
文
で
定
め
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
補
助
金
の
実
態
に
応
じ
て

会
計
処
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。
当

該
助
成
金
は
、
対
象
事
業
者
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
る
事

業
主
が
要
件
と
さ
れ
、
解
雇
等
を
行
わ
な

い
場
合
の
助
成
額
の
上
乗
せ
が
行
わ
れ
る

等
、
休
業
賃
金
な
ど
の
発
生
と
補
助
金
の

交
付
に
一
定
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合

に
も
給
与
等
の
支
払
が
必
要
と
な
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
給
与
等
の
支
払
と
助

成
金
の
受
給
は
別
個
の
取
引
と
し
て
会
計

処
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
場

合
に
は
、
当
該
助
成
金
の
受
給
時
に
営
業

外
収
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

⑶　
繰
戻
し
還
付

２
０
２
０
年
４
月
30
日
に
国
会
で
成

立
し
た「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」に

は
、
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
の
特
例
が
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
は

２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
２
０
２
２
年

１
月
31
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
事
業
年

度
に
生
じ
た
欠
損
金
額
と
さ
れ
て
お
り
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
会
社
は
、
前
期
の

所
得
よ
り
繰
り
戻
し
て
還
付
を
受
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
、
２
０
２
０
年
３
月
期
決
算
で

発
生
し
た
税
務
上
の
欠
損
金
に
つ
い
て

も
当
該
特
例
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る

が
、
２
０
２
０
年
４
月
30
日
に
法
律
が
成

立
し
た
こ
と
か
ら
、
２
０
２
０
年
３
月

期
決
算
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

２
０
２
１
年
３
月
期
決
算
の
第
１
四
半
期

に
お
い
て
、法
令
に
従
い
算
定
し
た
額（
税

務
上
の
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
り
還
付
を

請
求
す
る
法
人
税
額
等
を
含
む
）を
損
益

に
計
上
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
留
意
が
必

要
で
あ
る（
法
人
税
等
会
計
基
準
５
項
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
図
表
３（
ケ
ー
ス

１
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
２
０
２
１
年
３
月
期
決
算
の
第

１
四
半
期
に
お
い
て
税
務
上
の
欠
損
金
が

生
じ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
図
表
３（
ケ
ー
ス
２
）を
参
照

さ
れ
た
い
。

な
お
、
税
効
果
会
計
の
適
用
に
あ
た
っ

て
は
、
繰
戻
し
期
間
も
考
慮
し
、
繰
延
税

金
資
産
の
回
収
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と

に
留
意
が
必
要
で
あ
る（
回
収
可
能
性
適

用
指
針
11
項
⑷
、
⑹
）。

⑷　
原
価
差
異
の
繰
延
処
理

製
造
業
に
お
い
て
標
準
原
価
計
算
等
を

採
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
四
半
期

決
算
に
お
け
る
原
価
差
異
が
操
業
度
等
の

季
節
的
な
変
動
に
起
因
し
て
発
生
し
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
原
価
計
算
期
間
末
ま

で
に
ほ
ぼ
解
消
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に

は
、
継
続
適
用
を
条
件
と
し
て
、
当
該
原

価
差
異
を
流
動
資
産
ま
た
は
流
動
負
債
と

し
て
繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る（
四
半
期
会
計
基
準
12
項
）。
こ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
を
起
因
と
し
た
工
場
の
操
業
の

低
下
等
に
よ
る
原
価
差
異
に
つ
い
て
、
原

価
計
算
期
間
末
ま
で
に
解
消
が
見
込
ま
れ

な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
繰
延
処

理
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
時
点
で

損
益
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

⑸　
ヘ
ッ
ジ
会
計（
予
定
取
引
）

予
定
取
引
が
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
な
り
得
る

か
に
つ
い
て
、「
契
約
は
成
立
し
て
い
な
い

が
、
取
引
予
定
時
期
、
取
引
予
定
物
件
、

取
引
予
定
量
、
取
引
予
定
価
格
等
の
主
要

な
取
引
条
件
が
合
理
的
に
予
測
可
能
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
可
能
性

が
極
め
て
高
い
取
引
」に
該
当
す
る
か
否

か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る（
金
融
商
品

実
務
指
針
162
項
）。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
企
業
や
取
引
先
の
経
済
活
動
が

制
限
さ
れ
、
当
初
に
予
測
し
た
将
来
の
取

引
量
の
減
少
な
ど
、
取
引
の
実
行
可
能
性

に
疑
義
が
生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に

は
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
終
了
す
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
時
点
ま
で
に
繰
り
延
べ
て
き
た

（図表３）　欠損金の処理

（出所）　筆者作成

（ケース１）

（ケース２）

会計処理

Q1

Q1

所得＋ 欠損△

2019年
3月末

2020年
3月末

2020年
6月末

所得＋ 欠損△



経理情報●2020.6.20（No.1581）15

特集

ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
評
価
差
額
を
損
益
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
留
意
が
必

要
で
あ
る（
金
融
商
品
実
務
指
針
181
項
）。

後
発
事
象

⑴　
基
本
的
な
考
え
方

後
発
事
象
と
は
、
決
算
日
後
に
発
生
し

た
会
社
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
お
よ
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
影
響
を

及
ぼ
す
会
計
事
象
を
い
い
、
財
務
諸
表

を
修
正
す
べ
き
後
発
事
象（
修
正
後
発
事

象
）と
財
務
諸
表
に
注
記
す
べ
き
後
発
事

象（
開
示
後
発
事
象
）に
分
類
さ
れ
る（
後

発
事
象
取
扱
い
⒊
参
照
）。
四
半
期
決
算

に
お
い
て
も
同
様
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
や
そ
の
対
策
に
よ
り
影
響
を

受
け
る
企
業
ま
た
は
影
響
を
受
け
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
企
業
に
お
い
て
は
、
企
業

の
活
動
ま
た
は
そ
の
資
産
お
よ
び
負
債
に

関
し
、
一
連
の
事
象
の
う
ち
、
そ
の
実
質

的
な
原
因
が
四
半
期
決
算
日
現
在
に
お
い

て
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
四
半
期
決
算

日
現
在
の
状
況
に
関
連
す
る
会
計
上
の
判

断
な
い
し
見
積
り
を
す
る
う
え
で
、
追
加

的
な
い
し
よ
り
客
観
的
な
証
拠
を
提
供
す

る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
。こ

の
判
断
を
行
う
に
際
し
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
と

講
じ
ら
れ
る
対
策
の
性
質
お
よ
び
経
過
に

関
す
る
入
手
可
能
な
す
べ
て
の
情
報
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。「
会
計
上
の
見
積

り
」⑴
に
記
載
し
た
と
お
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
今
後
の
広
が
り
方

や
収
束
時
期
等
に
つ
い
て
、
企
業
自
ら
一

定
の
仮
定
を
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

四
半
期
決
算
日
以
降
に
生
じ
た
後
発
事
象

に
つ
い
て
も
、
多
く
の
場
合
は
、
修
正
後

発
事
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　
決
算
期
の
異
な
る
連
結
子
会
社

に
お
け
る
後
発
事
象

親
会
社
と
連
結
子
会
社
の
四
半
期
決
算

日
が
異
な
る
場
合（
３
カ
月
を
超
え
な
い
）

で
、
連
結
子
会
社
の
四
半
期
決
算
日
後
、

親
会
社
の
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
係
る

四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
日
ま
で
の
期
間

に
連
結
子
会
社
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
重
要
な
損
失

の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
、
四
半
期

連
結
財
務
諸
表
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
る
か
が
論
点
と
な
る（
図
表
４
参
照
）。

こ
の
点
、
連
結
子
会
社
の
四
半
期
決
算

日
後
に
発
生
し
た
修
正
後
発
事
象
に
つ
い

て
は
、
親
会
社
の
四
半
期
連
結
財
務
諸
表

に
係
る
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
日
ま
で

に
発
生
し
た
事
象
が
、
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
お

い
て
当
該
事
象
に
関
す
る
修
正
を
行
う
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る（
後
発
事
象
取

扱
い
⒋
⑵
②
ａ
ⅱ
２
参
照
）。

一
方
、
連
結
子
会
社
の
四
半
期
決
算
日

後
に
発
生
し
た
開
示
後
発
事
象
に
つ
い
て

は
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
後
発
事
象

と
し
て
注
記
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る（
後
発
事
象
取
扱
い
⒌
⑵
②
ｃ
参

髙平　圭（たかひら・けい）
ＥＹ新日本有限責任監査法人 金融事業
部 兼 品質管理本部会計監理部
公認会計士
上場企業および金融機関の監査業務に
従事するほか、会計処理および開示制
度に関して相談を受ける業務、ならびに
当法人内外への情報提供などの業務に
従事している。2016年から2018年の間、
金融庁企画市場局企業開示課にて勤務
し、企業内容開示制度の調査・企画立
案を担当。

（図表４）　四半期決算日の異なる連結子会社における後発事象の取扱い

（出所）　筆者作成

親会社

連結子会社

連結子会社の後発事象

親会社の後発事象

Q1

Q1

３月末 ６月末 レビュー
報告書日

照
）。

⑶　
四
半
期
報
告
書
の
提
出
日
を

　
延
長
す
る
場
合

２
０
２
０
年
４
月
17
日
に
公
布
さ
れ
た

開
示
府
令
の
改
正
に
よ
り
、
２
０
２
１
年

３
月
期
の
第
１
四
半
期
に
係
る
四
半
期
報

告
書
の
提
出
期
限
が
、
従
前
の
法
定
の
四

半
期
決
算
日
後
45
日
か
ら
一
律
に
９
月
末

日
ま
で
延
長
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
四

半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
日
が
８
月
15
日
以

降
に
な
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の

場
合
、
後
発
事
象
の
検
討
期
間
に
は
延
長

さ
れ
た
期
間
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
た

め
、
そ
の
期
間
に
生
じ
た
後
発
事
象
に
つ

い
て
も
⑴
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
修
正

後
発
事
象
ま
た
は
開
示
後
発
事
象
と
し
て

取
り
扱
う
か
の
検
討
が
必
要
と
な
る
点
に

留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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